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○ 会計監査人設置の基準を、最終会計年度の収益３０億円／負債６０億円を超える法人と規定する。

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について

１．政令で規定する事項

（１）会計監査人設置の基準（社会福祉法施行令第１３条の３）

（２）評議員数に関する経過措置（整備政令第４条）

○ 評議員に関する経過措置（３年間は４人以上とするもの）の対象となる法人の基準を、収益４億円を超え

ない法人と規定する。

（３）社会福祉法人等の資産の総額の変更に係る登記の期限の変更(組合等登記令の一部改正)
（組合等登記令第３条）

○ 資産の総額に変更があったときの登記の期限について、会計年度の終了後「二月以内」としているもの

を「三月以内」と改正する。

※ 一定の基準を満たす法人は、理事の適正な職務執行を確保するための体制を整備するため、理事の職務の執行に係る情報の保

存及び管理に関する体制等について理事会で決定する必要があるが、当該基準について、会計監査人設置の基準と同じ基準とす

る。

※ 平成28年度に設立された法人については、収益額は０であるものとして、全て経過措置の対象とする。
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（１）評議員等と特殊の関係を有する者（社会福祉法施行規則第２条の７等）
○ 評議員等と特殊の関係があることにより、評議員等になることが制限される者について、公益認定法の

規定に準拠し、事実婚の関係にある者、評議員等の使用人となっている者、支配している他の法人の役員

である者等を規定する。

※ 法律（改正後の社会福祉法）では、特殊の関係を有する者として、配偶者及び三親等以内の親族が規定されている。

２．省令で規定する主な事項

（２）控除対象財産額（社会福祉法施行規則第６条の１４）

３．施行期日

平成29年４月１日

○ 控除対象財産額を算出するために合計する財産として、事業の継続に必要な財産（社会福祉事業等の

実施に必要な財産、当該財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産及び最低限必要な

運転資金）を規定する。（詳細及び係数については通知に記載）

○ 社会福祉充実計画について、

・ 計画への記載事項 （法人の基本情報や資金計画等）

・ 計画の変更に当たって、所轄庁の承認を要さず、届出のみで足りる軽微な変更事項 （事業の種類、

実施地域、実施期間や、社会福祉充実計画に係る重要事項以外のもの）

などの基本的事項を規定する。（詳細については通知に記載）

（３）社会福祉充実計画（社会福祉法施行規則第６条の１５等）
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